
　　　　　　　　　　　　法第６条第２項第１号に規定する郵便局及び法第６条第２項第２号に規定する会社の営業所の名称及び所在地等

変更年月日 変更の理由

郵便
局・会
社の営
業所の
別

整理
番号

名称

簡
易
郵
便
局

所在地 過疎地

(1)郵便
窓口業
務

(2)銀行
窓口業
務

(3)保険
窓口業
務

(4)受託
郵便貯
金管理
業務

(5)受託
簡易生
命保険
管理業
務

関連銀行又は関連保険会
社の営業所

備考

変更前 郵便局 741340 加布里郵便局 - 福岡県糸島市加布里２１４－４ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 741340 加布里郵便局 - 福岡県糸島市加布里１－１４－１８ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 223410 四日市本郷郵便局 - 三重県四日市市本郷町１１－６ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 223410 四日市本郷郵便局 - 三重県四日市市本郷町１１－３ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 006070 江戸川東瑞江二郵便局 - 東京都江戸川区東瑞江２－５２－１９ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 006070 江戸川東瑞江二郵便局 - 東京都江戸川区東瑞江２－１１－２１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 008390 江戸川一郵便局 - 東京都江戸川区江戸川１－２６－２ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 008390 江戸川一郵便局 - 東京都江戸川区江戸川１－２３－６ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 847680 柳田簡易郵便局 ○ 青森県西津軽郡深浦町柳田宮崎６９－１８ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 858050 小岩沢簡易郵便局 ○ 山形県南陽市小岩沢碇田３４－２ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 720640 津江郵便局 - 大分県日田市中津江村栃野２６３０－７ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 720640 津江郵便局 - 大分県日田市中津江村栃野２３５７－１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 023490 岩郵便局 - 神奈川県足柄下郡真鶴町岩６３９ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 067270 手賀簡易郵便局 ○ 茨城県行方市手賀１０８ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 118440 高山北簡易郵便局 ○ 長野県上高井郡高山村中山２００３－１ ○ ○ × × × × -

変更後 - - - - - - - - - - - -

R2.11.2 住居表示変更 -

R2.11.2 住居表示変更 -

R2.10.31 住居表示変更 -

R2.11.1 住居表示変更 -

R2.11.9 契約解除 -

R2.12.1 契約解除 -

R2.11.30 移転・再開 -

R2.12.1 廃止 -

R2.11.9 契約解除 -

R2.12.1 契約解除 -

別紙



　　　　　　　　　　　　法第６条第２項第１号に規定する郵便局及び法第６条第２項第２号に規定する会社の営業所の名称及び所在地等

変更年月日 変更の理由

郵便
局・会
社の営
業所の
別

整理
番号

名称

簡
易
郵
便
局

所在地 過疎地

(1)郵便
窓口業
務

(2)銀行
窓口業
務

(3)保険
窓口業
務

(4)受託
郵便貯
金管理
業務

(5)受託
簡易生
命保険
管理業
務

関連銀行又は関連保険会
社の営業所

備考

別紙

変更前 営業所 727800 本城簡易郵便局 ○ 大分県豊後大野市三重町本城２１４６ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 営業所 727800 本城簡易郵便局 ○ 大分県豊後大野市三重町本城２１４７ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 郵便局 026430 能見台駅前郵便局 - 神奈川県横浜市金沢区能見台通１７－１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 026430 能見台駅前郵便局 - 神奈川県横浜市金沢区能見台通３３－２４ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 郵便局 125800 新松崎郵便局 - 新潟県新潟市東区新松崎２－７－８ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 321910 富山豊田郵便局 - 富山県富山市豊丘町３１－９ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 321910 富山豊田郵便局 - 富山県富山市豊田本町１－９－１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 営業所 727080 直見簡易郵便局 ○ 大分県佐伯市直川下直見３０１３－２ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 営業所 727080 直見簡易郵便局 ○ 大分県佐伯市直川下直見３０２８ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 郵便局 813000 仙台合同庁舎内郵便局 - 宮城県仙台市青葉区本町３－３－１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 830900 安家郵便局 - 岩手県下閉伊郡岩泉町安家松林９７ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 830900 安家郵便局 - 岩手県下閉伊郡岩泉町安家字松林１１９－３ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 112840 倭郵便局 - 長野県松本市梓川倭１９６６－３ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 112840 倭郵便局 - 長野県松本市梓川倭２２３９－１１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 営業所 617490 岩木簡易郵便局 ○ 愛媛県西予市宇和町岩木１５０１ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 847740 金屋簡易郵便局 ○ 青森県平川市金屋中松元４６ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

R2.12.14 移転 -

R2.12.21 移転 -

R2.12.7 移転 -

R2.12.12 廃止 -

R2.12.7 移転 -

R2.12.7 移転 -

R2.12.7 新設 -

R2.12.1 住居表示変更 -

R2.12.26 契約解除 -

R2.12.26 契約解除 -



　　　　　　　　　　　　法第６条第２項第１号に規定する郵便局及び法第６条第２項第２号に規定する会社の営業所の名称及び所在地等

変更年月日 変更の理由

郵便
局・会
社の営
業所の
別

整理
番号

名称

簡
易
郵
便
局

所在地 過疎地

(1)郵便
窓口業
務

(2)銀行
窓口業
務

(3)保険
窓口業
務

(4)受託
郵便貯
金管理
業務

(5)受託
簡易生
命保険
管理業
務

関連銀行又は関連保険会
社の営業所

備考

別紙

変更前 営業所 527340 鳥取布勢簡易郵便局 ○ 鳥取県鳥取市布勢２７６－１０ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 048170 南雲簡易郵便局 ○ 群馬県渋川市赤城町長井小川田１２５８－３ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 118490 田切簡易郵便局 ○ 長野県上伊那郡飯島町田切２７３９－４ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 627070 志和岐簡易郵便局 ○ 徳島県海部郡美波町志和岐中ノ谷１６２－１ ○ ○ × × × × -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 847670 牛潟簡易郵便局 ○ 青森県つがる市牛潟町村上５６－１ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 868000 大住簡易郵便局 ○ 秋田県秋田市大住２－３－９ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

    「関連保険会社」を記入すること。その他届出時の状況に応じて備考欄に記入すること。

注１　郵便局及び会社の営業所の別に整理すること。
　２　当該郵便局又は当該営業所が簡易郵便局である場合は、「簡易郵便局」の欄に「○」を記入すること。
　３　所在地が第四条第五項に規定する過疎地に該当するときは、「過疎地」の欄に「○」を記入すること。
　４　(1)から(5)までについては、実施する業務には「○」、実施しない業務には「×」を各該当欄に記入すること。
　５　当該郵便局又は当該営業所に関連銀行又は関連保険会社の営業所が併設されている場合は、併設されている営業所に応じて、「関連銀行又は関連保険会社の営業所」の欄に「関連銀行」又は

R2.12.29 契約解除 -

R2.12.30 契約解除 -

R2.12.31 契約解除 -

R2.12.31 契約解除 -

R2.12.31 契約解除 -

R2.12.31 契約解除 -


